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I はじめに

　筆者はこれまで、中国の水環境問題の解決に向
けた一連の政策研究のなかで、統合的水資源管理
（IWRM）の実践的課題にアプローチすべく「流
域ガバナンス」という視座を掲げ、主に急速な社
会経済発展のもとで深刻化してきた流域水汚染
問題に注目して、水環境の保全と再生をめぐるガ
バナンス─流域・水環境ガバナンス─について
論じてきた（大塚編 2008; 2010; 2012）。とりわけ、
中国三大淡水湖の一つであり、経済成長著しい
長江デルタ地域に位置する太湖流域について、
2007年のアオコ大発生によって上水道源が被害
を受けた無錫市が飲用水危機に見舞われたこと
を契機にして進行した政策改革に注目するととも
に、現地共同研究を通して「基層からのガバナン
スの制度構築」の実践を試みた。また北方と南方
の気候遷移地域に位置し、華東地域の中でも社
会経済発展の「谷間」に位置する淮河流域を対象
にして、水環境政策の形成・発展過程を明らかに
するとともに、水汚染被害の現場での政府主導の
政策とNGOによる実践の相互作用について検討
を行ってきた（大塚 2012a; 2015）。
　本稿では、主に太湖流域の水環境ガバナンス
に関する一連の事例研究で得られた知見を踏ま
えて、中国の流域・水環境ガバナンスの論点を、
①統合管理、②インセンティブ・メカニズム、③参
加・対話・協働という3つの軸に束ねて再整理する
とともに、淮河流域における事例研究で得られた
知見も踏まえて中国の流域・水環境ガバナンス論
の到達点と課題を明らかにする。
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1）川喜田（1989）の「文化生態系」、Berkes, Colding and 
Folke（2003）の“Social-Ecological System”（SES：社会─
生態システム）などの議論も参照。

2）順応的管理については、仲上・仁連（2002）、ILEC（2005）, 
MEA（2005）、宮永（2013）などを参照。

3）このような立場に立つコモンズ論の代表的な先行研究と
してはOstrom（1990）を参照。

4）サステイナビリティについては佐無田（2012）、植田（2008）、
宮本（2007）などを参照。

II 流域・水環境ガバナンス論の視座

　世界各地で迫られている水危機への対応にあ
たり、水資源管理に関する国際的ネットワークで
ある世界水パートナーシップ（GWP）により広く普
及している概念が統合的水資源管理（IWRM）で
ある。IWRMはGWPにより、「水、土地および関
連資源の開発と管理の調整を促進し、その結果と
して得られる経済的社会的福祉を、貴重な生態
系の持続可能性を損なうことなく、公平な形で最
大化するようなプロセス」と定義されている。そして、
水資源をめぐる自然・社会システムの相互作用を
踏まえ、経済的効率性、社会的衡平性および生態
学的持続可能性を最優先した水資源管理を促進
すべく、様々な視点や手法が提示されてきた
（GWP-TAC 2000）。こうしたIWRMの概念が広
く普及することにより水問題の解決に向けた知的
基盤の形成が促されてきたものの、そもそも
IWRMには「ユニバーサルな青写真」はない。
個々の実践についてはローカルな条件に応じて多
様な形をとらざるを得ない。
　IWRMの実践的課題を探究するための政策
論的枠組みとして提示されたのが「流域ガバナン
ス」である（大塚編2008; 2010; 2012各序章）。流
域ガバナンスは、高度に機能分化した水資源管
理や専門的技術者集団に過度に依存した流域管
理の限界（失敗）を乗り越えるべく、IWRMで提
起された統合管理、多様な政策手段の組み合わ
せ、多様な関係主体の参加などの視点を取り入れ
つつ、水問題を抱える各流域の諸条件に適した
IWRMを実現するプロセスに接近するための概
念である。とりわけ流域ガバナンスにおいては、
①流域を自然システムと社会システムの相互作用

からなる複合的な生態系ととらえ1）、流域資源の
統合管理にあたり生態系変化の不確実性や非線
型性 を 踏 ま え た 順 応的 管理（adaptive 
management）2）を実現すること、②水問題をめぐ
る政治、経済、社会的過程に注目し（UNDP 
200）、問題解決の現場における統合管理に向
けた政策改革を促進すること、③流域における多
様な地域共有資源（コモンズ）の管理をめぐる関
係主体間の相互学習に注目し、基層からの制度
構築の可能性を探ること3）、などが実践的な公共
政策の課題として挙げられる。
　また、流域の水環境問題に焦点をあて、流域を
「水環境を共有する地域」ととらえると、流域の水
環境政策は、流域管理や水環境政策に加え、地
域の経済的、社会的、環境的持続可能性─サステ
イナビリティ─4）を維持、回復、醸成する様々な公
共政策と接続する。そして流域・水環境ガバナン
スは、それら幅広い公共政策を包含しながら、政
府部門だけでなく社会各層の関係主体による水
環境問題の解決に向けた多様な取り組みが織り
なすダイナミックなプロセスへの接近が必要となる。
　とりわけ中国において流域・水環境ガバナンス
を検討するにあたっては、日本や他の先進諸国と
は異なる流域をめぐる政治・経済・社会的構造に
留意する必要がある。そもそも流域は、上からの
統治、地域間の権限の分散（分断）、そして下から
の参加を制約する諸制度からなる重層的な政治
空間である。さらに中国にて流域の環境保全・再
生に向けて、政府、企業、住民など、異なる立場と
インセンティブをもつステークホルダー間の利害
調整と合意形成を基にした制度構築を行うにあ
たっては、階層が深く、関係する主体が多数に及び、
中央地方関係が複雑で、地方政府に経済成長志
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5）その後、2013年12月に2013－2020年を計画期間とした
修正版（修編）が発布されている。

向が強いうえに、民主的な諸制度が十分整備され
ていないという諸条件を考慮に入れなければなら
ない。
 

III 水危機が促した統合管理

　以上のような流域・水環境ガバナンスの視点か
ら2007年に太湖流域で発生した水危機を見ると、
水危機を経て同流域での水環境政策の改革が促
されるとともに、政府各級各部門にまたがる水環
境行政の統合管理が重視されるようになったこと
が注目される（大塚 2010a）。
　統合管理については第1に、環境行政主管部門
が策定中であった流域水汚染対策に関する5か
年計画案が見直され、国の主要開発プロジェクト
を管轄する国家発展改革委員会を中心に環境行
政の枠組みを超えたマスタープラン「太湖流域水
環境総合治理総体方案」が編成されたことであ
る5）。第2に、マスタープランが掲げた水環境保
全・再生事業が集中する江蘇省及び無錫市など
では事業の統括を行う新たな部門横断的組織
「太湖水汚染防治弁公室」が設置されたことが挙
げられる。そして第3に、水危機の激震地であった
無錫市において地方のイニシアティブで様々な統
合管理が進行したことである。例えば、江蘇省太
湖水汚染防治条例の改正を受けて「太湖保護区」
が設定され、太湖水面及び湖岸から5㎞の範囲に
入る地域については一級保護区として厳しい開発
規制が適用された。これは水環境保全と土地利
用規制の統合を図る試みである（大塚 2010a, 96-
99）。また、都市面源汚染対策として、無錫市水環
境保護条例の改正を受けて都市排水区整備事
業が行われ、居住区毎に雨水と汚水の分離を進

めるとともに、洗車場、理髪店、レストラン等の小
規模汚染源の統合管理が行われるようになった
（藤田 2010）。
　以上のような一連の政策改革はいわば「統合管
理のプログラム化」と見ることができる。
　他方で、こうした統合管理のプログラムを基層
レベルで実施する段階で問題が生じている事例
も観察された。例えば農村地域で設置されている
小規模分散型汚水処理施設の中には、大雨が降
ると汚水が逆流するといった設計上の問題を抱え
ているものや、設置したものの維持管理の担い手
が確保できていないものがあった。農村居住区に
は都市居住区に比べて不均一な地形が多く見ら
れるために施設の設計や設置に地域の条件に応
じた工夫が必要とされる。また維持管理には必ず
しも高度ではないものの一定の知識とノウハウが
必要であり、かつ地域固有の自然条件に応じた順
応的管理が求められる。

IV 
 
インセンティブ・メカニズムの

  導入

　2007年に発生した太湖流域の水危機は統合
管理のプログラム化以外にも、地方イニシアティ
ブによる規制強化や様々な政策手段の導入を促
した。地方イニシアティブによる政策改革は、中央
レベルで「環境保護」が政治的アジェンダとなる中、
地方が中央の方針に呼応するかたちで準備が行
われ、さらに水危機を契機にして一気に進展した
のである。規制強化については、江蘇省が2008年
1月から全国に先駆けて、排水対策の重点6業種
の汚染物質濃度の排出基準を先進国並みに引き
上げるとともに、汚染物質排出課徴金（排汚費）の
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6）2014年からは総体方案修正版に基づき資金配分の仕組
み等が若干変更して運用されている。

引き上げやその課徴対象となる指標の拡充など、
国の基準への「上乗せ」と「横出し」がなされた（大
塚 2010a） 。
　さらに地方政府による制度設計のもとで導入さ
れたインセンティブ・メカニズムについては、（1）
調達─補助型、（2）基準─補償型、（3）割当─取
引型、（4）責任─考課型、（5）示範─競争型という
5つのタイプに分けることができる。このうち、（1）
（2）（3）は先進諸国における環境政策手段に照ら
すと（たとえば、諸富2009）、（1）は補助金や奨励
金、（2）は生態系サービス支払（PES）、（3）はキャッ
プ・アンド・トレードによる排出権取引（水質取引）
といった経済的手段に類するものと考えられる。
他方で、（4）や（5）は中国における垂直的な中央
地方関係のもとで編み出されたメカニズムであり、
環境保全事業の実施にあたり、（4）上級組織であ
る省党・政府が下級組織である市県党・政府に対
する統制や監督、あるいは（5）末端行政的性格を
有する基層自治組織である村に対する誘導、をそ
れぞれ目的としたものである。各メカニズムの特徴
と課題は以下の通りである。

（1）調達─補助

　江蘇省では国の総体方案に組み入れられた太
湖流域水環境総合対策事業の実施にあたり、「太
湖水汚染対策特別資金制度」を導入した（大塚 
2010a）。これは、太湖水汚染対策事業の地方負
担分の調達のため、省政府は江蘇省内の太湖流
域各市・県から毎年の財政収入の増分の10～
20％を特別基金に充て、国または省の太湖水汚
染対策プログラムに組み込まれた事業に対して補
助金または奨励金の名目で一部資金を充当すると
いう仕組みである。制度導入初年の2008年だけ
で省政府による特別資金準備額は19億元、市級

以下地方政府の準備額は120億元に達した。これ
らは2012年までの5年間の事業費総額約805億
元の17％に相当する規模である。
　この制度は、年率二桁で増加する財政収入を可
能とする著しい経済成長があってはじめて成立す
るものであり、その成否は経済成長の行方に左右
される6）。

（2）基準─補償

　これに相当するのは、江蘇省、浙江省でそれぞ
れ試行されている越境水質管理責任補償制度
（地域間水質補償制度）である（大塚 2010a, 
2011）。江蘇省太湖流域では2008年に施行され
た江蘇省太湖流域水汚染防治条例に基づき、「汚
染したものが費用を支払い、破壊したものが補償
する」という原則のもと「環境資源地域補償制度」
が導入された。これは省内太湖流域主要河川に
おいて省が市・県の境界毎に水質基準を定め、上
流の市・県が越境地点の水質基準を超過した場
合には、下流の市・県に対して応分の経済的補償
を行うものである。
　2009年にはCOD（化学的酸素要求量）、アン
モニア窒素、全リンの3つの汚染物質について、補
償基準とともに上半期と下半期ごとのの水質基準
が定められた。そして省環境保護庁は四半期ごと
の補償金額を集計し、市・県に通知して、通知を
受けた市・県政府は通知受領後10日以内に省財
政庁に補償金を納め、その補償金は下流の該当す
る市・県政府における水環境総合対策に充当さ
れる仕組みとなっている。これは2008年に改正さ
れた国の水汚染防治法にて推進が謳われた水環
境保護に関する「生態補償」（片岡 2011）に対応
するものである。
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8）『第一財経日報』（finance.sina.com.cn）2014年8月27日
付け記事。

9）2008年8月及び11月ヒアリング。

10）注8参照。

7）『中央政府門戸網站』（www.gov.cn）2014年10月6日付け
記事。

　近年では、汚染源対策の強化によって水質改善
が進んだため補償額が減少しており、2009年に
補償総額が2.4億元であったのが2013年には
0.26億元と10分の1近くになったという7）。それに
対して江蘇省は2014年から、水質基準の超過の
程度に応じて補償を増額するとともに、一定年数
安定的に水質基準を満たした場合には奨励金を
支給するという「双方向型補償制度」の試行を始
めたところである。

（3）割当─取引

　水質管理におけるキャップ・アンド・トレードの
試みとして、江蘇省太湖流域にて2008年から
COD排出権取引制度の試行が開始された（大塚 
2010a, 藤田2010）。これは太湖流域における主
要規制指標であるCODの削減を費用効率的に
実現するために省環境保護庁、財政庁、物価局が
連携して2008年から導入したものである。水質取
引の先進国であるアメリカにおいても様々な形態
が見られるが、江蘇省太湖流域の制度には、主に
以下のような特徴がある。
　第1に、江蘇省太湖流域における水汚染対策の
重点産業である化学、染色、製紙、化学肥料、酒
造業に属する企業及び都市汚水処理場が対象と
なっていることである。第2に、排出権の初期配分
にあたっては、排出許可証の交付の際に、前年度
の月平均濃度及び排水量の実績等に基づき排出
権の購入を義務付ける「排出権有償使用」制度を
とっており、購入価格は制度の実行可能性を考慮
して一部例外を除き1トン当たり4500元に統一さ
れていることである。そして第3に、省・市政府主導
で取引センターが設置されていることである。
　COD排出権の有償割当により2009年には江
蘇省太湖流域のCOD排出総量が前年に比べて

35％削減された（張 2010）。しかしながら、制度導
入から6年を経た2014年の時点でも「市場はある
が取引はない」状況にあるという8）。導入当初ある
企業担当者は、将来さらに規制強化がされること
を考えると余力があっても排出権を初期配分以上
に購入することはできないと語っていた。またある
市の環境保護局長は、企業による排水基準の遵
守すら徹底されていない状況では排出権取引は
時期尚早であると指摘していた9）。
　このように排出権取引の実施にあたっては企業、
行政ともに消極的な姿勢が見られるものの、国務
院弁公庁は江蘇省も含め全国11省・区・市で行
われている試行について、2017年から全国でさら
に推進するための通達を2014年8月に発布したと
ころである10）。他地域での水質指標や同省内での
発電所間の大気汚染指標などでは実際に取引事
例もあることから、江蘇省太湖流域でのCOD排
出権についても今後の取引をめぐる動向が注目さ
れるところである。

（4）責任─考課

　2007年の太湖流域での水危機を契機に無錫
市及び江蘇省で導入され、その後全国各地に普
及するようになった制度として「河長制」がある（大
塚 2010a）。
　無錫市では2007年の水危機収束直後の同年8
月に河長制を導入し、国・省などの水質基準達成
の考課対象となっている市内の河川や湖沼の水
環境総合対策事業の責任者として市・県・区の主
要指導幹部を指名し、各河（湖）長が担当河川・
湖沼の水質基準達成プログラムを策定するととも
に、その達成状況を幹部の業績評価に反映するこ
とが定められた。また無錫市での試行を踏まえて
江蘇省でも2008年から15本の太湖流入河川につ
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11）中国の「農村面源対策」は日本の「農業面源対策」に比
べて範囲が広く、農村居住地域の生活排水対策なども含ま
れる。

いて省長、副省長を含む省指導幹部が市等の地
方指導幹部とともに河長を担う「双河長制」を導
入した。また、浙江省においても2009年から河長
制が導入されている（大塚 2011）。
　さらに先述した無錫市における都市排水区整
備事業では、河長制を援用して、排水事業の居住
区単位である「排水片区」毎に責任者を置く「片長
制」が導入された。同事業は4172の排水区を対
象に当初3年計画で実施される予定であったが、
最終年度の前期には当初予定分の事業が前倒し
で完了した。
　こうした中国の中央地方関係及び共産党組織
による人事考課を基にした事業進捗管理の方法
は、共産党一党支配下での中国の社会主義体制
に適した方法であると考えられる。しかしながら、
河長制（片長制）は党・政府組織を通した政治的
圧力だけではなく、市民やメディアからの監督とい
う社会的圧力があってこそ、より効果的に機能す
るものであろう。

（5）示範─競争

　中国では党・政府が目標とする地域づくりに関
する自主的な取り組みを促進するために、一定の
基準を満たした地域を「示範」といわれるモデル
地域に指定する。モデル地域に指定されると、メ
ディアの注目を浴びやすく、また指導幹部の業績
として上級の党・政府に対してアピールできること
から、意欲のある指導幹部は他地域より抜きん出
ようとモデル地域指定を競うことになる。
　羅（2012）は、このようなメカニズムを「トラック
競争」として説明する。すなわち、中国では改革開
放以降、上級政府の下級政府に対する考課によ
り、GDPを中心的な評価指標とした「トラック競
争」が繰り広げられており、「中央政府が設定した

GDP成長率や計画出産・社会安定などの政策目
標は、プリンシパル＝エージェント連鎖を通じて
各下級政府に分解・伝達されていく。上級政府の
目標を実現したかどうかは、毎年の考課対象とな
る」という。そして近年は考課指標の対象として環
境保護も重視されつつある。
　例えば江蘇省においても、「生態文明村」といわ
れるモデル地域指定が行われており、その考課指
標の対象として、太湖流域水環境総合対策事業
の農村面源対策11）と直結するような生活排水処
理率、大規模畜産事業所の排水処理率、有機農
産物の面積比率、衛生トイレ普及率なども含まれ
ている（山田 2012）。
　このような「競争」のインセンティブは村だけで
はなく、都市コミュニティ─社区─にも及んでいる。
例えば、後述するコミュニティ円卓会議を実施し
た社区のリーダーは、省レベルの「緑色社区」の称
号を獲得するためにどのような施策が必要か先行
する社区の取り組みを熱心に研究していた。しか
しながら、村にしても社区にしても、「トラック競争」
によるモデル地域の取り組みだけでは、水環境総
合対策を点から面に広げていくのには限界がある
だろう。モデル地域が他地域を牽引していくには、
地域間の競争だけではなく地域間の相互学習を
促すような経済的、社会的あるいは人事的な側面
での政策を組み合わせていくことが必要であろう。

V 参加・対話・協働

　2007年の水危機を経て策定された太湖流域
水環境総合治理総体方案では、産業構造や都市
農村構造の適正化、モニタリングシステムの構築、
行政管理体制の効率化、市場原理の導入等と並
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13）2009年に南京大学が宜興市民200名に対して実施した
質問票面接調査によると太湖の水環境対策について全体の
40％が非常に、38％が比較的関心があると回答している。

12）太湖の水質変化の分析からも水質改善には長期的な取
り組みが必要であることが示唆されている（水落2012）。

んで「公衆参加の促進」が主要施策のひとつとし
て位置づけられた。しかしながら、公衆参加の具
体的なプログラムが用意されているわけではない。
　太湖流域の水環境保全・再生にあたって、先述
した通り流域水環境総合対策のプログラム化や
それを補完するインセンティブ・メカニズムの導
入が行われているが、政府主導のトップダウン・ガ
バナンスだけでは、水環境の安定的な維持と長期
的な改善には限界があるだろう12）。トップダウン・
ガバナンスが可能な背景には、社会主義体制の下
での国や地方の強力なリーダーシップの発揮とい
う政治的基盤、著しい経済成長による安定的な資
金調達が可能であるという経済的基盤、そして水
危機を経て政府、企業、住民ともに流域の水環境
保全・再生が必要であるとの共通認識が醸成さ

れている13）という社会的基盤があることに留意が
必要である（大塚編2012, 256）。今後、これらの
基盤がひとつでも揺らぐことがあれば、トップダウ
ン・ガバナンスは行き詰まるであろう。そのため「長
期的に有効な管理メカニズム」（長効機制）をボト
ムアップ・ガバナンスにより形成していくことが望
まれるところである。
　これに対してアジア経済研究所と南京大学環
境学院環境管理・政策研究センターは、江蘇省
環境保護庁が促進している新たな公衆参加の仕
組みである「コミュニティ円卓会議」の手法に注目
し、江蘇省太湖流域の一都市にて2008年度から
2011年度の4年間にかけて社会実験を実施した
（表1）。

開催年月日 2008.12.3 2009.1.8 2009.8.6 2009.12.8 2010.11.18 2011.1.15 2011.12.10 2012.2.18
目的 円卓会議 レビュー会議 国家プロジェ

クトキックオフ
/円卓会議

円卓会議 住民会議 円卓会議 円卓会議 円卓会議

テーマ S川 の 環 境
整備

前回会議 の
レビュー

太湖流域水環
境保全情報公
開と公衆参加

G社 区 環 境
問題

G社区円卓会
議の回顧と社
区環境問題

S社区農業生
産・農村生活
様式と水環境
問題

G社区第三期
地区の秩序と
環境

G社区円卓会
議経験交流・
社区公共環境
問題対話

参加者 政府6（県2、区
4）/企業4/住
民4/N大2
[計16]

政府6（県2、
区4 ）/企 業
4/住 民4/専
門家1/N大2
[計17]

政府15（省3、
市1、県5、区6）,
企業10、住民6、
専門家1、メディ
ア2、N大2
[計36]

政府11（ 県3,
区8）/企業4/
住民12/メディ
ア2/N大4
[計33]

住 民15/N大
1/IDE 1
[計17]

政府2（市1、区
1）/企業4/住
民10（うち社
区弁2） /他社
区 1 / N 大 3 / 
NGO1/
[計21]

政府2（省1/区
1）/住民21/他
社区3/N大3/
NGO1
[計30]

企業3（ う ち
サービス業2）
/住民21/N大
3/NGO1
[計28]

議長 Y区環境保護
弁公室長

N大講師 N大講師 N大講師 G社区リーダー G社区リーダー G社区リーダー G社区リーダー

対 話 の
内容

初会議。参加
者同士の対話
は不活発なが
らも、住民から
企業へ環境汚
染問題解決要
求がなされる。

環境紛争未
然防止のた
め会議の継
続と制度化
が提唱。「環
境民主の体
現」と評価。

企業から規制
強化に対する
不満表明。政
府は対話の意
義を強調。住
民発言は短く
かつ形式的。

会議冒頭の政
府参加者「講
和」省略。住民
から社区環境
問題について
解決要求を行
い、企業及び政
府との対話が
展開。

社区リーダー
が 住民 に コ
ミュニティ円卓
会議の経過や
目的 を 説明。
社区の環境問
題について参
加住民の間で
自由 に 意見
交換。

同社区初会議。
工業汚染と農
漁業被害、農
業生産様式、
農村生活様式
をめぐって活
発な議論。一
部当事者不在。

建設中の社区
における環境
衛生問題やイ
ンフラ不備に
議論が集中。 
社区に隣接す
る大型発電所
からの煤塵や
悪臭が改めて
話題になるも
の の 当事者
不在。

社区隣接の大
型発電所の煤
塵と悪臭、駐
車場 の秩序、
公共空間での
たき火、レスト
ランからの排
煙、汚水、ゴミ
問題等につい
て意見交換。

（出所）筆者作成。

表1　太湖流域・Y区におけるコミュニティ円卓会議の概要
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14）Y区は宜興市（県級市）の経済開発区の1つであり、Y区の
「管理委員会」は市の末端行政組織である「街道弁事処」と
同一級の組織である。

 ここで「コミュニティ円卓会議」とは、政府、企業、
住民がひとつのテーブルに着き、地域の環境問題
について対話を行う仕組みを指す。コミュニティ円
卓会議は、江蘇省において世界銀行の協力を得
て2006年より試行プロジェクトが開始され、2008
年には「環境情報円卓対話制度業務ガイドライン」
が策定された。
　2008年度から2011年度までコミュニティ円卓
会議を実施した太湖沿岸の一都市は、太湖の流
入河川を抱える工業都市であり、太湖へ流出する
汚染物質の削減が大きな課題となっていた。また
会議を実施した同市Y 区は経済開発区として工
業が集積しており14）、以前から周辺住民との間で
の紛争が発生していた。さらに企業用地の確保の
ために農村住民の新規造成住宅団地への計画的
移転を行いながら新たな「社区」建設が進められ
ており、新社区では、移転そのものへの不満の声
を現地で耳にすることはなかったものの、開発区
に立地する企業による環境汚染に加えて、インフ
ラ整備の不備などによる様々な居住環境の問題
が顕在化していた。
　4年間のコミュニティ円卓会議の社会実験を通
して、以下に述べるように、社区をベースにした住
民、企業、政府の間での対話を行うコミュニティ円
卓会議の可能性と有効性を確認するとともに、限
界や課題も見えてきた（会議実験の分析・考察の
詳細については大塚2010b; 2012bを参照）。

V.1． コミュニティ円卓会議の到達点
　会議の成果としては何よりもまず、専門家（日中
共同研究チーム）による仕掛けのもと、政府、企業、
住民が地域の環境管理や公共管理に関する共通

の課題をめぐって、平和的に同じ円卓を囲んで対
話が行われたことが重要である。
　中国では、住民は政府や企業と対等なステーク
ホルダーではなく、権力、資源、情報へのアクセス
において不平等な立場にある。例えば、環境汚染
問題をめぐって利害対立が生じた場合、しばしば
被害者として不利な立場に立ち、政府や企業に対
して問題解決要求を行ったとしても聞き入れてもら
えず、泣き寝入りすることも少なくない。コミュニ
ティ円卓会議を実施したY区においても住民らが
そうした紛争に巻き込まれ、被害に対する補償も
なく不満を持っているケースがあることが明らかに
なった。そうした中でも会議に参加した住民らは
最後まで席に着き、政府や企業も住民の声に耳を
傾けながらそれに答えようとする努力を見せた。
　もっとも、こうした対話は最初から成立したわけ
ではない。初回会議では参加住民から政府や企
業に対する環境汚染問題が指摘されたものの、参
加した政府や企業の代表はそれぞれの取り組み
や基本的な姿勢を表明するばかりであった。そし
て途中から会議の議長を南京大学講師から引き
継いだ社区リーダーは各回の会議にて、「平等な
対話」の重要性を強調した。
　実際にG社区における住民主体の一連の対話
によって、地域における環境管理や公共管理に関
する具体的な問題が会議で住民から提起され、
問題解決の必要性や問題解決にあたっての課題
（困難さ）に対する認識が一定程度共有されたこ
とは対話の成果であろう。例えば、G社区において
車庫を改造して出稼ぎ住民の居室にしているとこ
ろから屎尿を含む生活汚水が雨水管を通して社
区を流れる河川に垂れ流されているという問題が、
事業を主管する水務弁公室担当者が参加した会
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16）他方で2011年12月の円卓会議に参加したD社区リー
ダーのように、円卓会議の意義を認めつつも、自らの社区で
は各棟から選出された代表による会議の開催が望ましいとい
う意見もあった。

15）この企業が発電事業以外に行うレモン酸製造工場から
の悪臭についても住民から不満の声があがっていた。同企業
は2012年2月の円卓会議の席上で、企業立地が居住区建設
よりも早かったことについて理解していてほしいとして、住民か
らの苦情に対して牽制していた。

議で提起され、雨水管を汚水管に接続する事業
の必要性が認識された。他方で、Y区に隣接する
大型石炭火力発電所から排出される煤塵につい
ては、国家基準の範囲内であることから、さらなる
削減を求める住民と即座に追加投資は難しいとす
る企業との間で何度か対話が行われたものの、妙
案は出されず課題として残された15）。
　住民主体の対話はまた、こうした環境汚染問題
に限らず、一部住民による公共空間における野焼
きや炊事（いずれも禁止事項）、芝生や街路樹の質
や管理、駐車場管理、居住区を進出入する車両の
往来、または出稼ぎ住民及びその児童らの振る舞
い等、住民の身近な関心事である社区の公共管
理問題全般に話題が及ぶことになった。社区の公
共管理問題の有効な解決方法のひとつとしてコ
ミュニティ円卓会議を位置づけることも可能であろ
う16）。
　さらに、今回の共同研究を通してG 社区での会
議に協力してきた同社区リーダーは、社区独自で
計4 回にわたって「円卓会議」を開催し、社区内の
環境・衛生・公共秩序に関する問題について住民、
幹部、警察などを交えて対話を行った。同リーダー
によると、当初は円卓会議への参加を求めると遠
慮しがちであった住民が、会議を重ねるにつれて
積極的な態度になってきたという。このことは、G 
社区におけるコミュニティ円卓会議が共同研究に
よる社会実験から、社区内の自律的な対話メカニ
ズムに発展していったことを示している。また、G
社区円卓会議において住民から不満が出されて
いた発電所の煤塵問題をめぐっては、住民らによ
る発電所の見学が実現し、発電所の取り組みに
関する理解を深める機会が設けられる等、直接交
流が行われたことも注目される。このように、一連

の社会実験が、オストロム（Ostrom 0）らが注
力してきた下からの自己組織的な制度構築を促し
たとみることができる。
　もっとも、G 社区におけるコミュニティ円卓会議
の「成功」は、あくまで一事例に過ぎない。本共同
研究の経験から、地域住民が切実に解決を必要
としている問題があること、社区リーダーがそうし
た問題について解決意欲があること、地元政府か
ら一定の協力を得られること、そして多様なステー
クホルダーの参加をコーディネートすることのでき
る地元の専門家集団（本共同研究の場合は南京
大学の研究チーム）が存在することなどが、コミュ
ニティ円卓会議が成立するための必要条件である
と考えられる。

V.2． コミュニティ円卓会議の課題
　他方で、太湖流域におけるコミュニティ円卓会
議の開催にあたっての最大の課題はいかに会議
を組織するかという点にあった。そもそもコミュニ
ティ円卓会議には、現代中国の政治、経済、社会
条件下において、地域住民の情報へのアクセスや
政策決定への参加は実質的に限られており、地域
住民は公共的空間のガバナンスの周辺に置かれ
ている状況を改善しようという意図があった（葛等 
2007）。しかしながら同会議は、水道料金の改定
や環境影響評価における公聴会のように（それら
が十分に機能しているかは別として）、明確に法制
度によって規定されているわけではなく、環境政策
における情報公開と公衆参加を促進するという国
のマクロな政策方針のもとでの地方における創意
工夫の策であり、江蘇省環境保護庁の試行的ガイ
ドラインとして奨励されている、いわば「ソフトな
政策」に過ぎない。また、環境汚染問題に対する
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18）礒野（2012）は、政府・企業・住民間の協働を義務づけ
る計画の不在を指摘している。

19）太湖の水上生活者については楊（2014）を、下流の水汚
染被害については趙（2009）を参照。

17）2008年の会議では江蘇省環境保護庁元副庁長が基層
レベルでの「環境民主の体現」であると評価し、2009～
2010年には南京大チームにより国家水問題重点プロジェク
トの一環として位置づけられ、2011年には江蘇省環境宣伝
教育センター長の参加を得たことは会議の「正当性」の確保
に一定の役割を果たしたと考えられる。

住民への対応を一歩間違えれば集団抗議運動を
誘発しかねないことを懸念して、ジャーナリストや
研究者など外部から環境汚染問題をめぐる住民
の声を掘り起こすような活動に対して地方政府が
警戒しているのが現状である。そのため、現地政
府から理解・協力を得て会議を継続的に実施す
るためには、会議開催にあたっての正当性
（legitimacy）（Sabatier et al. 200）が絶えず求め
られることになる17）。
　また住民と企業の対話をめぐって、住民は企業
の環境汚染問題に対する関心が高くても、企業と
の直接対話には慎重であることがうかがえた。例
えば2011年12月のG 社区円卓会議に参加した住
民らは、以前から企業の環境汚染問題に対する
不満はあったものの、企業との対話は、「村幹部の
役割」であるとして、自ら直接対話に臨むことには
躊躇を示していた。これは政府との対話について
も同様である。社区住民と社区外のステークホル
ダー（企業や政府を含む）の間でコミュニティ円卓
会議が成立するためには外部の専門家による組
織調整が必要となる所以である。
　さらに、会議準備過程において企業や政府によ
る消極的な姿勢に対する不満やあきらめの声を
社区リーダーや連絡調整にあたった中国側研究
チームから耳にすることもあった。太湖流域の水
環境保全は国及び地方各級政府が取り組むべき
優先課題であることは間違いなく、住民参加の必
要性は認められているものの、そのための具体的
なプログラムはない。また太湖流域水環境改善に
関する計画事業の実施過程において住民との協
働が義務づけられていない状況下では、長期的な
取引コスト軽減のための対話の必要性が認めら
れたとしても、短期的なアクションのためのコスト

（手間暇）やリスク（とくに「社会の安定」に対して）
がネックとなっていると考えられる18）。
　さらにコミュニティ円卓会議に参加した住民の
偏りについても課題として指摘しておかなければな
るまい。まだ農村風景が残るS社区におけるコミュ
ニティ円卓会議では、活発に発言が出来ても、質
問票調査には全く答えられない住民や、質問の意
味がわからない住民も見受けられた。太湖の水環
境改善のために立ち退きを余儀なくされた養殖業
を営む人々や天然魚を採集する漁撈民についても、
汚染当事者とみるだけではなく、水環境変化に敏
感なステークホルダーとして対話にどのように巻き
込んでいけるのか、コミュニティ円卓会議とは別の
方法で検討する必要があるだろう19）。
　仮に上記のような組織化問題が解決したとして
も、コミュニティでの対話をどのように流域の水環
境保全・再生につなげていくかという問題も残さ
れる。住民の関心に寄り添ったコミュニティ円卓
会議が継続して開催され、そこでの対話の実績に
手ごたえを感じた社区リーダーの主導によって自
律的なステークホルダーの対話メカニズムが生ま
れつつある一方で、太湖流域の水環境問題という
本来のテーマからやや離れてしまったことは否め
ない。
　もっとも、コミュニティ円卓会議参加者に対する
質問票調査においても、太湖の水質改善目標をめ
ぐっては様々な意見があることがうかがえたことか
ら、コミュニティ円卓会議を通した太湖流域の水
環境問題をめぐる対話は一定の意義があるだろう。
コミュニティ円卓会議には多くの課題や限界があ
るものの、広く環境問題に関する情報共有の場と
して、また対話の学習の場として有効な手法であ
り、対話を積み重ねていくことで身近なコミュニティ
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20）なお、淮河流域の生態災難をめぐる公共圏の「二重の抑
圧性」に注意が必要である。一方に、地方の政治経済的利益
に挑戦する勢力への抑圧があり、他方に公共圏が早急な問
題解決を求める中で基層レベルでの実践に対する抑圧があ
る。これについては別途議論が必要である。

の公共管理問題についての素養（literacy）と主体
性（stewardship）の醸成を図っていく可能性を有
しているのである。

VI 
 
流域のサステイナビリティ論に

  向けて

　以上のように、2007年の水危機を契機に進ん
だ政策改革の検討とコミュニティ円卓会議の試行
から、太湖流域の水環境問題の解決に向けて、
GWPが掲げたIWRMの3つの優先条件である
経済的効率性、社会的衡平性および生態学的持
続可能性の改善についてトップダウンとボトムアッ
プの双方向から追求していく可能性と限界及び課
題が具体的に明らかになってきた。ここで得られ
た知見のひとつひとつは、中国の他の流域のみな
らず日本や他国における流域・水環境ガバナンス
の検討を行うにあたって貴重なリファレンスとなる
であろう。
　しかしながら流域ガバナンスは対象地域を取
り巻く諸条件に応じた多様でダイナミックなプロ
セスであり、どの地域（流域）でも同様の政策改革
や対話の試みが成立するとは限らない。とりわけ
太湖流域で得られた知見を中国の他流域に敷衍
する際には、太湖流域が中国の中でも経済成長の
著しい地域に位置するという点に留意が必要であ
る。IWRMの3つの優先条件、すなわち環境・経
済・社会におけるサステイナビリティの諸条件を
踏まえると、統合管理に向けた流域ガバナンス論
を流域のサステイナビリティ論に発展させながら、
より広い文脈で検討していくことが求められるであ
ろう。太湖流域については、これらサステイナビリ
ティの諸条件の改善を通した水環境問題の解決

は（少なくとも当面は）経済成長のパイを大きくし
ていくことにより可能かもしれない。逆に、経済成
長の「中心」からはずれ、「豊かになる前に老いる」
（WB and DRCSC 202）といわれるような「周
辺」に置かれた地域においては、サステイナビリ
ティの諸条件の改善には多くの困難を抱えている。
　ただしこのことは、そうした地域のサステイナビ
リティの実現に向けた双方向のガバナンスの可能
性を探ることの意義を否定するものではない。例え
ば国家貧困重点対策県が点在する淮河流域では、
確かに太湖流域のような先駆的な政策改革の動
きは乏しく、むしろ激甚な水汚染状況を後追いす
るかたちで政策が展開してきたが（大塚 2012a）、
その中で、「癌の村」といわれる水汚染による健康
被害が発生している地域でNGOが活動し、
NGOによる情報発信がメディアを通して政策と共
鳴することで「生態災難」をめぐる「公共圏」（齋藤 
2000, 竹内2010）が出現し、水汚染対策を促進
する役割を果たしている20）。ここに太湖流域とは
異なる双方向型ガバナンスの可能性を見ることが
できる（大塚2015）。
　さらに淮河流域の水汚染被害地域にて、健康
被害に関する疫学調査や飲用水源の改善におい
て「社会生態的知」を基にしたNGOによる実践
が問題解決に重要な役割を果たしていることも注
目されるところである（大塚2015）。ここで「社会生
態的知を基にした実践」とは、自然生態系をめぐ
る日常的な生業・生活の実践の中で身体を通して
獲得された知のことを指す。それは必ずしも「伝統
知」や「ローカル知」でなくとも、日常的な実践を
通した 社会─生態システム（SES）（Berkes, 
Colding and Folke 200）の様々な連環について
の知の集積─実践的連環知─を成すものである。
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21）近代社会で優位な権力システムが浸透する以前から日
常生活領域で培われてきた民（たみ）の知恵に注目する「生
活環境主義」（鳥越2012等）や外部インパクトへの民による
抵抗戦略に注目する「実践指針としてのコモンズ論」（三俣・
菅・井上編2010）の議論を踏まえつつも、むしろ政策と実践
の相互作用を重視するアプローチとなるであろう。

　太湖流域でのコミュニティ円卓会議の経験に
立ち戻れば、水環境の悪化による被害を訴えた農
民が拠って立つ「知」もまた、きわめて素朴ではあ
るものの、ある種の実践的連環知であると考えら
れるであろう。流域のサステイナビリティが、そうし
た実践的連環知に支えられうるとするならば、普
遍的な知に基づく「環境民主主義」よりも、むしろ
地域の個性を踏まえた実践的連環知に基づく「生
態民主主義」と呼ぶべき基本原理を追求すること
が重要となるであろう。このことの政策論的、実践
論的な検討は今後の課題である21）。
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The author has conducted a series of field 
studies on governance for river basin and the 
water environment in China in recent years, fo-
cusing especially on State Priority Water 
Pollution Control Basins such as the Tai-hu 
Lake Basin and Huai River Basin. This article 
revisits the author’s recent works in China, par-
ticularly his four-year survey in the Tai-hu Lake 
Basin to clarify the major findings and remain-
ing tasks in this research field, while also 
referring to the field survey in the Huai River 
Basin. Firstly, this article revisits the theory of 
governance for river basin and the water envi-
ronment to remind the core discussion of 
“Integrated Water Resource Management” 
(IWRM) disseminated worldwide by Global 
Water Partnership (GWP) since 2000 to rec-
o g n i z e  c o nti nu i t y  w i th  th e  th e o r y  o f 
“sustainability” in current environmental stud-
ies. Taking the case of the Tai-hu Lake Basin to 
focus on a series of dramatic policy changes 
since the water crisis in 2007, this article sum-
marizes three axes of the governance process: 
the progress of integrated management of the 
water environment; the introduction of a set of 
incentive mechanisms through local govern-
ment initiatives; and the scholarly and social 
practices of community roundtable meetings 
to promote dialogue and cooperation among 
stakeholders in a local community. In conclu-
sion, this article tries to develop further 
discussions from governance at the center of 

economic growth, such as the Tai-hu Lake Ba-
sin, toward that on its periphery, such as the 
Huai River Basin, while shedding light on the 
possibility of interactive governance based on 
grassroots knowledg e and practices for 
sustainability.


